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介護電子請求受付システムの変更内容 

 介護保険資格確認等 WEBサービスに係るリリース対応 

 対応内容について 

令和 8 年 4 月に、多様な主体が協同して高齢者を地域で支えていく地域包括ケアシステムを深化／推進

するため、自治体、利用者、介護事業所及び医療機関等が介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤（以

後、介護情報基盤と表記）の稼動が予定されています。 

 

介護事業所においては、介護情報基盤の利用にあたり「介護保険資格確認等 WEB サービス」にログインし

ます。 

介護保険資格確認等 WEB サービスの本稼動に向けた対応として、介護電子請求受付システムの令和 7

年 12 月リリースでは以下の対応を行いました。 

 

⚫ セキュリティ用メールアドレス登録必須化対応 

⚫ ログインパスワード再発行業務の改善 

⚫ 既存証明書の発行手数料変更 

※ 発行手数料の価格改定は令和 8 年 4 月 1 日以降の発行申請分を予定しているため、本リリースで

は、介護保険証明書の発行申請時の各画面に「令和 8 年 4 月 1 日発行申請分から介護保険証明

書の価格が減額されること」についてメッセージを表示する対応を行いました。 

 

介護電子請求受付システムにおける変更点の概要は、[介護保険資格確認等 WEB サービス対応に伴う変

更点]に示す通りです。 

  

別添 
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[介護保険資格確認等 WEB サービス対応に伴う変更点] 

No. 項目 変更点 関連する項番 

1 セキュリティ用メー

ルアドレス登録必

須化対応 

・新規事業所の初回ログイン時、セキュリティ用メールア

ドレスの登録を必須とするよう各画面のレイアウトを見

直し。 

・セキュリティ用メールアドレスが未登録の既存事業所

のログイン時、セキュリティ用メールアドレスの登録を

必須とするよう各画面のレイアウトを見直し。（※） 

1.2.1.セキュリティ用メ

ールアドレスに係る機

能の変更 

2 ログインパスワード

再発行業務の改善 

・セキュリティ用メールアドレスを登録済みの事業所が、

ユーザ ID、パスワード、またはセキュリティコードを紛

失した際に、事業所自身でログイン情報の確認及び

再設定を行うことができる機能を追加。 

・セキュリティ用メールアドレスが不明、または未登録の

事業所が、ユーザ ID、パスワード、またはセキュリティ

コードを紛失した際に、国保連合会へログイン情報再

発行申請を行うことができる機能を追加。 

1.2.2.ログイン情報再設

定及び再発行申請機

能の追加 

3 既存証明書の発行

手数料変更 

介護保険証明書の発行申請時の各画面に「令和 8 年

4 月 1 日発行申請分から介護保険証明書の価格が減

額されること」についてメッセージを表示するよう変更。 

（令和 8 年 1 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日まで） 

1.2.3.介護保険証明書

発行手数料の減額に

係る機能の変更 

※ 既存事業所が適切なメールアドレスをすぐに準備できないケースを考慮し、本リリース後～令和 8 年 1 月 31

日までの期間は、セキュリティ用メールアドレスの登録をせずに介護電子請求受付システムへのログインを可

能とします。 
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 介護電子請求受付システムの対応 

1.2.1.  セキュリティ用メールアドレスに係る機能の変更 

（1）処理フロー 

セキュリティ用メールアドレス登録必須化に関連する処理フローは以下の通りです。 

 

○セキュリティ用メールアドレス登録の処理フロー（新規事業所の初回ログイン時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

セキュリティ用メールアドレスの登録必須化

に伴い、画面レイアウト等の見直し及び一

部メニューの廃止を行いました。 
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○セキュリティ用メールアドレス登録の処理フロー（既存事業所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

セキュリティ用メールアドレスの

登録必須化に伴い、画面レイ

アウト等の見直しを行いました。 
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（2）画面イメージ 

セキュリティ用メールアドレス登録必須化に関連する画面イメージは以下の通りです。 

 

○【セキュリティ用メールアドレス設定】画面（初回ログイン時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【ユーザ情報変更】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

科学的介護情報システム

（LIFE）利用時に必須として

セキュリティ用メールアドレス

の登録を促していたところ

を、電子請求受付システムと

して登録が必須となるため、

画面レイアウト及び説明文を

見直しました。 

[セキュリティ用メールアドレ

スを登録しない]の選択肢を

削除しました。 

[セキュリティ用メールアドレス設定]の

[？]ボタンをクリックした際に表示され

る補足事項について、セキュリティ用メ

ールアドレスが登録されていることを前

提とした説明文に変更しました。 
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○【セキュリティ用メールアドレス一覧】画面（登録件数 0 件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【セキュリティ用メールアドレス一覧】画面（登録件数 1 件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【セキュリティ用メールアドレス設定】画面（ログイン後、追加登録時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

セキュリティ用メールアドレスが未登録の

既存事業所がログイン後の[セキュリティ

用メールアドレス設定]からセキュリティ

用メールアドレスを登録しようとした場

合、ログイン時の処理フローから登録す

るよう、説明文を変更しました。 

 

セキュリティ用メールアドレス

の登録が 1 件の場合、セキュ

リティ用メールアドレスが未登

録の状態にならないよう、[削

除]ボタンを非表示とし、説明

文を変更しました。 

※ セキュリティ用メールアド

レスの登録が 2 件以上

の場合は、これまで通り

[削除]ボタンを表示しま

す。 

セキュリティ用メールアドレス

をはじめて登録する事業所ユ

ーザ向けの説明文を削除し

ました。 
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（3）ログイン時のセキュリティ用メールアドレス登録方法（新規事業所） 

新規事業所が初回ログイン時にセキュリティ用メールアドレスを登録する手順は以下の通りです。 

 

1. 介護電子請求受付システムにアクセスし、《ト

ップメニュー》より[ログイン]をクリックします。 

【ログイン】画面が表示されるので、[ユーザ

ID]及び[パスワード]を入力し、[ログイン]ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 【利用規約】画面が表示されます。 

[電子請求受付システム 利用規約]が表示さ

れるので、最後までスクロールして内容を確

認し、同意する場合、[利用規約に同意して

次へ]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 【警告】画面が表示されるので、[パスワード

変更]ボタンをクリックします。 
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4. 【パスワード変更】画面が表示されるので、

《現在のパスワード》欄に仮パスワードを入力

します。 

《新しいパスワード》欄に新しく考えたパスワ

ードを入力し、確認のためにもう一度《新しい

パスワード(確認用)》欄に入力し、[変更]ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

5. 【処理終了】画面が表示されるので、[終了]

ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

6. 【メールアドレス設定】画面が表示されるの

で、《新しいメールアドレス》欄に登録するメ

ールアドレスを入力し、確認のためにもう一

度《新しいメールアドレス(確認用)》欄に入力

し、[変更]ボタンをクリックします。 

 

※ ここで登録するメールアドレスは、介護電

子請求受付システムからのお知らせメー

ルを受け取るためのメールアドレスとなり

ます。 

登録は必須ではないため、メールアドレ

スを登録しない場合、[メールアドレスを登

録しない]の ○ をクリックし、[変更]ボタ

ンをクリックします。 

 

 

7. 【処理終了】画面が表示されるので、[終了]

ボタンをクリックします。 
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8. 【セキュリティ用メールアドレス設定】画面が

表示されるので、《セキュリティ用メールアドレ

ス》欄に登録するメールアドレスを入力し、確

認のためにもう一度《セキュリティ用メールア

ドレス(確認用)》欄に入力し、[次へ]ボタンを

クリックします。 

 

 

 

 

 

9. [手順 8.]で入力したセキュリティ用メールアド

レス宛に「確認コード発行通知」のメールが

届くので、メールに記載された[確認コード]を

確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 【確認コード入力】画面が表示されるので、

《確認コード》欄に[手順 9.]で確認した確認コ

ードを入力し、[送信]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 【処理終了】画面が表示されるので、[終了]

ボタンをクリックします。 

  

[メール文例] 
タイトル： 確認コード発行通知（介護保険） 
本文： 介護電子請求受付システムからのお知らせです。 

電子請求受付システムの確認コードが発行されました。 
 
[確認コード] 
9999 
 
確認コードの有効期間は 30 分です。 
確認コード入力画面の操作説明に従い、確認コードを入力し
てください。 
※処理を中断してしまった場合、再度セキュリティ用メールアド
レスを設定してください。 
 
メール内容に心当たりがない場合、このメールは破棄するよう
お願いします。 
 
[問い合わせ先] 
ヘルプデスク：0570-059-402 
 
本メールはシステムが自動的に送信しております。 
本メールへ返信にてお問い合わせいただいてもご回答できま
せんので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 
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（4）ログイン時のセキュリティ用メールアドレス登録方法（既存事業所） 

セキュリティ用メールアドレス未登録の既存事業所が、本リリース後のログイン時にセキュリティ用メールア

ドレスを登録する手順は以下の通りです。 

 

1. 介護電子請求受付システムにアクセスし、《ト

ップメニュー》より[ログイン]をクリックします。 

【ログイン】画面が表示されるので、[ユーザ

ID]及び[パスワード]を入力し、[ログイン]ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 【セキュリティ用メールアドレス設定】画面が

表示されるので、《セキュリティ用メールアドレ

ス》欄に登録するメールアドレスを入力し、確

認のためにもう一度《セキュリティ用メールア

ドレス(確認用)》欄に入力し、[次へ]ボタンを

クリックします。 

 

※ セキュリティ用メールアドレスをすぐに準

備できない場合、[セキュリティ用メールア

ドレスを登録せずにログインする]の □ 

をクリックし、チェックをつけて[次へ]ボタ

ンをクリックすることで、一時的にセキュリ

ティ用メールアドレスを登録せずにログイ

ン可能とします。 

詳細については、「（5）セキュリティ用メー

ルアドレス登録必須化までの猶予期間に

ついて」を参照してください。 
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3. [手順 2.]で入力したセキュリティ用メールアド

レス宛に「確認コード発行通知」のメールが

届くので、メールに記載された[確認コード]を

確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 【確認コード入力】画面が表示されるので、

《確認コード》欄に[手順 3.]で確認した確認コ

ードを入力し、[送信]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 【処理終了】画面が表示されるので、[終了]

ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[メール文例] 
タイトル： 確認コード発行通知（介護保険） 
本文： 介護電子請求受付システムからのお知らせです。 

電子請求受付システムの確認コードが発行されました。 
 
[確認コード] 
9999 
 
確認コードの有効期間は 30 分です。 
確認コード入力画面の操作説明に従い、確認コードを入力
してください。 
※処理を中断してしまった場合、再度セキュリティ用メール
アドレスを設定してください。 
 
メール内容に心当たりがない場合、このメールは破棄するよ
うお願いします。 
 
[問い合わせ先] 
ヘルプデスク：0570-059-402 
 
本メールはシステムが自動的に送信しております。 
本メールへ返信にてお問い合わせいただいてもご回答でき
ませんので、予めご了承くださいますようお願い申し上げま
す。 
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（5）セキュリティ用メールアドレス登録必須化までの猶予期間について 

セキュリティ用メールアドレスが未登録の既存事業所が適切なメールアドレスをすぐに準備できないケー

スを考慮し、本リリース後～令和 8 年 1 月 31 日までを猶予期間として、セキュリティ用メールアドレスの登録

をせずに介護電子請求受付システムへのログインを可能とします。 

セキュリティ用メールアドレスを登録せずにログインする場合、ログイン時に表示される【セキュリティ用メー

ルアドレス設定】画面にて、[セキュリティ用メールアドレスを登録せずにログインする]の □ をクリックし、チ

ェックをつけて[次へ]ボタンをクリックします。 

 

猶予期間経過後は、[セキュリティ用メールアドレスを登録せずにログインする]を削除し、セキュリティ用メ

ールアドレスの登録を必須とします。 

 

○【セキュリティ用メールアドレス設定】画面 

（セキュリティ用メールアドレス未登録の既存事業所が本リリース後にログインした場合） 
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1.2.2.  ログイン情報再設定及び再発行申請機能の追加 

（1）処理フロー 

ログイン情報再設定及び再発行申請に関連する処理フローは以下の通りです。 

 

○ログイン情報再設定及び再発行申請の処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ログイン】画面及び【ログイン（セキュリティコード）】画面

に[パスワード等を紛失した方はこちら]のリンクを追加し

ました。 

事業所がログイン情報再設定、または再発行申請を実施する処理フローを

追加しました。 

なお、【ワンタイムパスワード入力】画面及び【処理終了】画面については、

既存画面のレイアウトを基にログイン情報再設定用に見直しを行いました。 

ログイン情報再発行申請を実施する処理フローを追加しました。 

【確認コード入力】画面及び【処理終了】画面については、既存画面の

レイアウトを基にログイン情報再発行申請用に見直しを行いました。 

ログイン情報再発行申請完了及び国保連合会に

よる申請の審査完了をお知らせするためのメール

及びお知らせを追加しました。 
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（2）画面等イメージ 

ログイン情報再設定及び再発行申請に関連する画面等イメージは以下の通りです。 

 

○【ログイン】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ログイン情報再設定、または再発行申請を行うた

めの[パスワード等を紛失した方はこちら]のリンクを

追加しました。 
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○【ログイン（セキュリティコード）】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ログイン情報再設定、または再発行申請を行うた

めの[パスワード等を紛失した方はこちら]のリンクを

追加しました。 
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○【パスワード等を紛失した方】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【ログイン情報再設定認証】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【請求先都道府県選択】画面（ログイン情報再設定の場合） 
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○【ワンタイムパスワード入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ログイン情報再設定における注意事項を表示します。 

※ ログイン情報再設定では、登録済みのセキュリティ用メ

ールアドレスを認証情報として利用するため、誤ったセ

キュリティ用メールアドレスが入力された場合、エラーメ

ッセージ等による明確な指摘は行いません。 
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○【ログイン情報再設定】画面 
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○【処理終了】画面（ログイン情報再設定の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ログイン情報再設定が正常に終了した旨のメッセ

ージを表示します。 

ログイン情報再設定を行った事業所ユーザがセキ

ュリティコードを設定していた場合、セキュリティコ

ードが解除されるため、必要に応じて再度設定が

必要な旨をあわせて表示します。 
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○【ログイン情報再発行申請】画面 
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○【確認コード入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ログイン情報再発行申請のメッセージに変更

しました。 

[？]ボタンをクリックした際に表示される補足事項について、あ

わせてログイン情報再発行申請のメッセージに変更しました。 
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○【送信確認】画面 
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○【処理終了】画面（ログイン情報再発行申請の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ログイン情報再発行申請が正常に終了した

旨のメッセージを表示します。 

ログイン情報再発行申請を行った後の処理

フロー及び注意事項について表示します。 
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○ログイン情報再発行申請受領に関するお知らせ通知（お知らせ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ログイン情報再発行申請受領通知（メール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル： ログイン情報再発行申請受領通知 
 
本文： 介護電子請求受付システムからのお知らせです。 

以下のログイン情報再発行申請を受け付けました。 
 
[管理番号] 
U202601000001 
 
[事業所番号] 
1311111111 
 
[通知先メールアドレス] 
jigyousho@jp 
 
本お知らせはシステムが自動的に送信しております。 
お知らせ内容に心当たりがない場合、ヘルプデスクへお問い合わせください。 
 
[問い合わせ先] 
ヘルプデスク：0570-059-402 

タイトル： ログイン情報再発行申請受領通知 
 
本文： 介護電子請求受付システムからのお知らせです。 

以下のログイン情報再発行申請を受け付けました。 
 
[管理番号] 
U202601000001 
 
[事業所番号] 
1311111111 
 
[申請先連合会] 
○○○国民健康保険連合会 
 
国保連合会による審査が完了すると、通知先メールアドレスに「ログイン情報再発行申請結果通知」が届き
ます。 
また、申請が承認された場合、事業所台帳に登録された住所へユーザ ID およびログイン用仮パスワード
が記載された「ログイン情報再発行通知書」が郵送されます。 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
なお、国保連合会から返信用封筒の事前送付等を依頼される場合がありますので、 
国保連合会の案内（ホームページ等）に従って対応してください。 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 
※「ログイン情報再発行申請結果通知」及び「ログイン情報再発行 
  通知書」が届くまで、通常は数日から一週間程度かかります。 
※申請が集中した場合、数週間お待ちいただく場合があります。 
 
[電子請求受付システム URL] 
https://www.e-seikyuu.jp/ 
 
本メールはシステムが自動的に送信しております。 
本メールへ返信にてお問い合わせいただいてもご回答できませんので、予めご了承くださいますようお願
い申し上げます。 
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○ログイン情報再発行申請結果に関するお知らせ通知（お知らせ）（承認の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ログイン情報再発行申請結果通知（メール）（承認の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

タイトル： ログイン情報再発行申請結果通知 
 
本文： 介護電子請求受付システムからのお知らせです。 

以下のログイン情報再発行申請が承認されました。 
 
[管理番号] 
U202601000001 
 
本お知らせはシステムが自動的に送信しております。 

タイトル： ログイン情報再発行申請結果通知 
 
本文： 介護電子請求受付システムからのお知らせです。 

以下のログイン情報再発行申請が承認されました。 
 
[管理番号] 
U202601000001 
 
[事業所番号] 
1311111111 
 
[申請先連合会] 
○○○国民健康保険連合会 
 
事業所台帳に登録されている住所に、ユーザ ID およびログイン用仮パスワードが記載された「ログイン情
報再発行通知書」が郵送されますので、しばらくお待ちください。 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
なお、国保連合会から返信用封筒の事前送付等を依頼される場合がありますので、 
国保連合会の案内（ホームページ等）に従って対応してください。 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 
※「ログイン情報再発行通知書」が届くまで、通常は数日から一週 
  間程度かかります。 
※申請が集中した場合、数週間お待ちいただく場合があります。 
 
[電子請求受付システム URL] 
https://www.e-seikyuu.jp/ 
 
本メールはシステムが自動的に送信しております。 
本メールへ返信にてお問い合わせいただいてもご回答できませんので、予めご了承くださいますようお願
い申し上げます。 
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（3）ログイン情報再設定方法 

セキュリティ用メールアドレスを登録済みの事業所が、ユーザ ID、パスワード、またはセキュリティコードを

紛失した際に、事業所自身でログイン情報の確認及び再設定を行う手順は以下の通りです。 

 

1. 介護電子請求受付システムにアクセスし、《ト

ップメニュー》より[ログイン]をクリックします。 

【ログイン】画面が表示されるので、[パスワー

ド等を紛失した方はこちら]のリンクをクリックし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 【パスワード等を紛失した方】画面が表示され

るので、[セキュリティ用メールアドレスを登録

済みの場合はこちら]の ○ をクリックし、[次

へ]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

3. 【ログイン情報再設定認証】画面が表示され

るので、《事業所番号》欄及び《セキュリティ

用メールアドレス》欄を入力し、[次へ]ボタン

をクリックします。 

 

 

 

 

4. 【請求先都道府県選択】画面が表示されるの

で、《請求先都道府県》欄を選択し、[次へ]ボ

タンをクリックします。 

 

※ ログイン情報再設定を行う事業所番号が

他県のユーザ ID を発行していない場

合、この画面は表示されないので、[手順

5.]に進みます。 
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5. [手順 3.]で入力したセキュリティ用メールアド

レス宛に「ワンタイムパスワード発行通知」の

メールが届くので、メールに記載された[ワン

タイムパスワード]を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 【ワンタイムパスワード入力】画面が表示され

るので、《ワンタイムパスワード》欄に[手順 5.]

で確認したワンタイムパスワードを入力し、

[次へ]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 【ログイン情報再設定】画面が表示されるの

で、《新しいパスワード》欄に新しく考えたパス

ワードを入力し、確認のためにもう一度《新し

いパスワード(確認用)》欄に入力し、[変更]ボ

タンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

  

[メール文例] 
タイトル： ワンタイムパスワード発行通知（介護保険） 
本文： 介護電子請求受付システムからのお知らせです。 

電子請求受付システムのワンタイムパスワードが発行されま
した。 
 
[ワンタイムパスワード] 
999999 
 
ワンタイムパスワードの有効期間は 30 分です。 
ワンタイムパスワード入力画面の操作説明に従い、ワンタイ
ムパスワードを入力してください。 
※処理を中断してしまった場合、再度セキュリティ用メールア
ドレスを設定してください。 
 
メール内容に心当たりがない場合、このメールは破棄するよ
うお願いします。 
 
[問い合わせ先] 
ヘルプデスク：0570-059-402 
 
本メールはシステムが自動的に送信しております。 
本メールへ返信にてお問い合わせいただいてもご回答でき
ませんので、予めご了承くださいますようお願い申し上げま
す。 
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8. 【処理終了】画面が表示されるので、[終了]

ボタンをクリックします。 

 

※ セキュリティコードを設定していた場合、ロ

グイン情報再設定に伴い解除されるた

め、必要に応じて、ログイン後の[セキュリ

ティコード設定]から再度設定します。 
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（4）ログイン情報再発行申請方法 

セキュリティ用メールアドレスが不明、または未登録の事業所が、ユーザ ID、パスワード、またはセキュリ

ティコードを紛失した際に、国保連合会へログイン情報再発行申請を行う手順は以下の通りです。 

 

1. 介護電子請求受付システムにアクセスし、《ト

ップメニュー》より[ログイン]をクリックします。 

【ログイン】画面が表示されるので、[パスワー

ド等を紛失した方はこちら]のリンクをクリックし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 【パスワード等を紛失した方】画面が表示され

るので、[セキュリティ用メールアドレスが不明

または未登録の場合はこちら]の ○ をクリッ

クし、[次へ]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

3. 【ログイン情報再発行申請】画面が表示され

るので、《事業所番号》欄を入力します。 

《通知先メールアドレス》欄にログイン情報再

発行申請に係る通知を受け取るメールアドレ

スを入力し、確認のためにもう一度《通知先メ

ールアドレス(確認用)》欄に入力し、[次へ]ボ

タンをクリックします。 
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4. 【請求先都道府県選択】画面が表示されるの

で、《請求先都道府県》欄を選択し、[次へ]ボ

タンをクリックします。 

 

※ ログイン情報再発行申請を行う事業所番

号が他県のユーザ ID を発行していない

場合、この画面は表示されないので、[手

順 5.]に進みます。 

 

 

5. [手順 3.]で入力した通知先メールアドレス宛

に「確認コード発行通知」のメールが届くの

で、メールに記載された[確認コード]を確認

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 【確認コード入力】画面が表示されるので、

《確認コード》欄に[手順 5.]で確認した確認コ

ードを入力し、[次へ]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 【送信確認】画面が表示されるので、内容を

確認し、[送信]ボタンをクリックします。 

 

  

[メール文例] 
タイトル： 確認コード発行通知（介護保険） 
本文： 介護電子請求受付システムからのお知らせです。 

電子請求受付システムの確認コードが発行されました。 
 
[確認コード] 
9999 
 
確認コードの有効期間は 30 分です。 
確認コード入力画面の操作説明に従い、確認コードを入力
してください。 
※処理を中断してしまった場合、再度セキュリティ用メール
アドレスを設定してください。 
 
メール内容に心当たりがない場合、このメールは破棄するよ
うお願いします。 
 
[問い合わせ先] 
ヘルプデスク：0570-059-402 
 
本メールはシステムが自動的に送信しております。 
本メールへ返信にてお問い合わせいただいてもご回答でき
ませんので、予めご了承くださいますようお願い申し上げま
す。 

 



31 / 33 

 

8. 【処理終了】画面が表示されるので、[終了]

ボタンをクリックします。 

 

※ 事業所によるログイン情報再発行申請

後、国保連合会での審査が必要となりま

す。 
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1.2.3.  介護保険証明書発行手数料の減額に係る機能の変更 

（1）証明書発行手数料減額に伴うメッセージの表示 

介護電子請求受付システムでは、介護保険証明書の有効終了年月日の 90 日前より、更新申請を促す

お知らせ及びメッセージを通知しています。 

この通知を確認した事業所が、証明書発行手数料の減額予定であることを知らずに更新申請してしまう

ことを抑止するため、令和 8 年 1 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日までの期間、【証明書】画面及び【送信確認

（証明書）】画面に、「令和 8 年 4 月 1 日発行申請分から介護保険証明書の価格が減額されること」につい

てメッセージを表示します。 

 

○【証明書】画面 
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○【送信確認（証明書）】画面 

 

 

 

 

 

[利用規約に同意して送信]ボタンをクリック

すると、ダイアログにてメッセージを表示

し、明確に同意を得たうえで変更前の価格

での証明書発行申請を行います。 


